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「医療・介護改悪法案」行き場を奪う　　　　　　　　　　　　　ｐ安倍内閣は、消費税増税と社会保障改悪路線を具体化した「医療・介護改悪法案」を国会に提出しました。地域での医療と介護の「総合的な確保を推進する」と言う法案には、患者・利用者に大幅なサービス利用制限と負担増を強いる内容が盛り込まれています。安心して医療や介護を受けて暮らすことを願う高齢者・家族の切実な思いに逆らうものです。老後の安心を壊す法案を強行することは許されません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「医療・介護改悪法案」は、“患者追い出し”につながる病院機能再編などの「医療法改定」と、利用制限・負担増の「介護保険法改定」など、本来なら別々の法案として審議すべきものをひとまとめにした異例の法案です。昨年の国会で強行した「社会保障改悪プログラム法」を根拠に、医療関係は今年１０月から、介護保険関係は来年４月から順次施行の構えです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「介護保険法改定」は、2000年に制度発足以来、初めてとなる大改悪が目白押しです。要支援１、２の高齢者が利用する訪問介護や通所介護を、国の基準とする介護保険サービスの対象から切り離し市町村ごとの事業に移すことは、どこでも平等に介護サービスを受けられる国民の権利を覆すものです。訪問・通所介護が市町村の事業になれば、自治体の財政状況などに左右され、いまと同じサービスを受けられない地域が出ます。年金収入２８０万円以上の単身高齢者などのサービス利用料を１割負担から２割負担に引き上げる改悪は筋が通りません。対象は高齢者の５人に１人にのぼります。月々の保険料で収入による負担を求められたうえ、いざサービスを利用するときにまで収入で差をつけられることは保険の建前に反します。医療は１割負担なのに介護は２割負担という人も生まれることも不条理です。病気やけがが治れば基本的に治療が終わる医療と違い、介護はほぼ一生続きます。負担は計り知れません。特別養護老人ホームの入所を「要介護３」以上に限定することは、入所を待ち続ける高齢者・家族にとって過酷です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ法案の狙いは、「軽度者」の利用を削減・抑制して公的介護保険にかかるお金を抑え込むことです。しかし、サービスから締め出された「軽度者」の重度化は、公的費用を更に膨張させます。目先の“費用抑制”による改悪は制度の将来も揺るがすものです。「医療・介護改悪法案」は、国民・家族に「自助・自立」の名で自己責任を迫る社会保障改悪の危険な姿を浮き彫りにしています。高齢者や家族から「サービスを切られたら生活が成り立たない」「認知症の患者と家族の願いに反する」と怒りが噴出し、地方自治体からも異論が相次いでいます。政府は法案を撤回し、安心の医療・介護の再生・充実に向けた制度づくりに転換すべきです。　３月議会に介護保険の改悪を許さない請願が三重県社保協から提出されています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　

２０１３年３月定例議会
２月２６日（水）　　　　　　　午前１０時　　本会議開会（施政方針・議案上程、説明）
３月　４日（火）５日（水）　　午前１０時  　本会議（代表・議案質疑、委員会付託、
請願上程・補足説明、一般質問）
　　　　６日（木）７日（金）　　午前１０時  　本会議（一般質問）

１０日（月）　　　　　　　午前１０時  　本会議（一般質問）
１１日（火）１３日（木）　午前１０時　　総務政策、福祉安全常任委員会
　　　　　１２日（水）１４日（金）  午前１０時　　教育経済、建設水道常任委員会
１７日（月）　　　　　　　午前１０時　　新病院の整備等に関する特別委員会
２４日（月）　　　　　　　午後　１時  　本会議（委員長報告、討論、採決）閉会
提出予定の議案は、全部で８３議案。報告４。
平成２６年度一般会計予算をはじめとする来年度予算１０議案、今年度補正予算（全会計）１０議案、条例の制定１０議案、条例の廃止１議案、条例の一部改正４７議案、その他５議案です。

来年度予算は、一般会計(４７７億円、今年度６月補正後４７０億円）、特別会計(国保など７つ、２８８億円）、企業会計(水道・下水道１１５億円)の総額は８８０億円（今年度６月補正後８２３億円）です。
【来年度予算、一般会計】伊藤市長、最初からの予算編成ですが、総合計画策定、公共施設マネジメント推進、行政改革大綱策定、定員適正化計画策定、ブランド推進などの予算が上げられていますが、何をしようとしているのかよく分かりません。大きな予算として、病院整備費５２６百万円（総計で２,６８０百万円）、本庁舎耐震８４２百万円、臨時福祉給付金２８８百万円、子育て世帯臨時特例給付金１８２百万円、幼成保育園建替え１６５百万円、駅西土地区画整理１,１３５百万円、江場安永線１２５百万円、総合運動場１４９百万円等々が計上されています。詳細については２月２１日に説明を受けます。

【今年度補正予算、一般会計】総額はマイナス１１４百万円ですが、小中学校のトイレ改修、安全管理対策に１８５百万円計上されています。

【条例の制定】８つの委員会等（ブランド推進、老人ホーム入所判定、地域自立支援、予防接種健康被害調査、地域公共交通、人権教育基本方針策定、総合運動公園ネーミングライツ選定、千羽鶴技術保持者選定）が制定されます。

【条例の一部改正】４７議案中３８議案が消費税増税に伴う利用料の値上げです。
【報告】土地開発公社と文化・スポーツ公社の経営に関する書類、教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価報告書、議決事件に該当しない契約に変更（額田・町屋水源地機械・電気計装設備工事）の４件です。
中医協　診療報酬改定を答申（病床削減、患者追い出し）　　ｐ中央社会保険医療協議会は１２日、公的医療保険から医療機関に支払われる診療報酬の２０１４年度改定案を田村厚労相に答申しました。「入院から在宅へ」という厚労省の方針に沿って病床の大幅削減や大病院の外来縮小など医療費の徹底削減を狙う内容です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ看護配置の手厚い「７対１病棟」（患者７人に看護師１人）や「１０対１病棟」については要件を厳しくし、入院が９０日を超えると報酬が下がるようにして患者追い出しをすすめます。「７対１病棟」には退院患者の割合などを基準に加えて締め付け、２年間で３６万床のうち９万床を減らす方針です。療養・精神病棟についても在宅復帰などを評価に加えて削減をはかります。　　　　　　　　　　　　　ｐ大病院の外来診療について、紹介状を持たない受診が多ければ報酬を減らすなど縮小をはかります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ主治医の役割を果たす診療所や中小病院向けの「地域包括診療料」を導入します。主治医となる医療機関を一つに限定するため、受診する権利が侵害されるなど医療現場を混乱させ、地域医療を衰退させかねない危険性が指摘されています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ要介護者の「維持期リハビリ」の介護保険への移行については、「リハビリは医療行為」との批判に押されて医療保険で継続。前回導入された有床診療所の管理栄養士の配置義務付けは撤廃し、加算措置に変えます。また、消費税への対応では医科で初診料を１２０円、再診料を３０円引き上げるほか、入院基本料も平均２％程度引き上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ桑名医療センターの収益予想にどれ位の影響を受けるのか試算が必要です。

第３期桑名市地域福祉計画　

「地域包括ケアシステム」の推進とボランティアの育成

１８日の全員協議会で概要の説明がありました。パブリックコメントは１件だけでした。関心が低いとは言いたくありませんが、読ませる計画になっていないのではないでしょうか。年表をつけて、経緯を少しは分かりやすくするらしいです。自主的に参加して頂いている市民会議の参加者数や権限にも問題があります。

「社会保障制度改革国民会議報告書」の最大の問題点は、自己責任論で、国のやるべき社会保障を放棄して、国民の互助に責任を転嫁していることです。従って、ここにでてくる３つの基本方針には多くの問題点が含まれています。
基本方針１　「互助」の誤り
　インフォーマルな助け合いである「互助」をどうして掘り起こすのか。
基本方針２　「地域包括ケアシステム」の問題点
　「地域包括ケアシステム」の構築は、フォーマルな医療・介護サービスにインフォーマルな助け合いである安づくりの「互助」を付け加えるものではないか。
基本方針３　「ボランティア活動の見える化」は意味不明
　ボランティア活動への参加強要になっていないか。
　他部門（教育委員会など）との調整は行われているのか。パブコメで、「市民会議で取りまとめたものなので、市民会議を通じて具体化したいと考えます。」とあるのは、不誠実で皆の（市民の）計画になっていないのではないでしょうか。

桑名・員弁広域環境基本計画（案）のパブコメに対する回答

長良川河口堰の環境影響とリニア新幹線問題には触れず　　　　　　　　

２４項目にわたって意見を述べたが、特に関心の高そうな３点を記載します。他は、私のＨＰのダウンロードか、桑名員弁広域連合のＨＰから見て下さい。
【長良川河口堰の環境影響】長良川河口堰ができた事による環境への影響は無視できません。河川・湖沼の項に　長良川河口堰による環境破壊の問題を追加してください。
【回答】この項は、広域的な状況について記述いたしております。
【国道騒音と水資源について】（リニア新幹線をどう考えるか）「住民の快適な生活の確保につながる、騒音、振動、悪臭などの防止について、関係法令に基づく規制や指導の強化、事業者の自主的な取り組み等により、生活環境の維持・向上に努めていきます。」とあるが、特に２３号線の騒音は最近話題にされないが重要な問題である（一時日本で一番うるさいといわれた）。木曽岬のようにどうして取り上げないのか。「水資源については、水源の保全を図り、水需要に応じた適正な水資源の確保に努めていきます。」とあるが、大深度を行く「リニア新幹線」の対策は考えているのか（地下水の枯渇をもたらす）。
【回答】「騒音規制法に基づき地域内の生活環境調査等（騒音・振動）の実施」を追加いたします。「リニア新幹線」につきましては、今後の進捗状況を注視してまいりたいと考えております。
【有害鳥獣と環境問題】有害鳥獣の駆除は、「生物多様性の確保」で取り上げるべきなのか。この項に「農産物被害の防止のため、有害鳥獣の駆除・捕獲や野生獣が住みつきにくい環境の整備などを進めます。」は生物多様性の確保と矛盾しており、有害鳥獣の駆除は環境問題として取り上げる問題なのか。もし取り上げるのなら別項にすべきです。
【回答】生物多様性の確保の観点から「農産物被害の防止のため、有害鳥獣の駆除・捕獲により、バランスのとれた生態系を構築していきます」へ修正します。

【市民公開シンポジウム】　　　　　　　　　桑名市主催
住み慣れた地域で暮らし続けて人生の最期を迎えるために
ーーー桑名市における「地域包括ケアシステム」の構築に向けてーーー
２月２２日(土）午後２時から午後４時くわなメディアライヴ1階多目的ホール
パネリスト
吉田一生氏　【厚生労働省大臣官房総務課企画官（老健局併任）】　
次期介護保険制度改正のキーパーソンとして活躍
東内京一氏　【埼玉県和光市保健福祉部長】　
自立支援を基本として全国のモデルとなる先進的な取組みを実践
長坂裕二氏　【三重県桑名保健所長（元四日市市保健所長）】　
四日市市で在宅介護と連携した在宅医療の推進に尽力
白井五月氏　【社会福祉法人アパティア福祉会理事】　
市内で初めての「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に挑戦
松永あづさ氏　【桑名市北部地域包括支援センター長】　
現場で認知症等の高齢者に対する専門的な支援に奔走
コーディネーター
田中謙一氏　【桑名市副市長】
桑名市が現在進めていこうとしている「地域包括ケアシステム」を知る上で重要なものです。是非、参加して頂き、これからの桑名の福祉問題を議論しましょう。
Ｎｏ．２０４　　　　２０１４年　２月　２０日
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日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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